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用用語語等等のの説説明明

このテキストにおいて用いる主な用語については次のとおりです。

ＰＣＴ、条約、条 ‥‥‥ 特許協力条約

規則、規 ‥‥‥‥‥‥‥ 特許協力条約に基づく規則

細則、細 ‥‥‥‥‥‥‥ 特許協力条約に基づく規則実施細則

国際出願法、法 ‥‥‥‥ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

令 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令

法施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則

法施様式、法施様 ‥‥‥ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則様式

特 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特許法

特施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 特許法施行規則

特施様 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 特許法施行規則様式

実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 実用新案法 
実施行令 ‥‥‥‥‥‥‥ 実用新案法施行令 
実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 実用新案法施行規則

実施様 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 実用新案法施行規則様式

特例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

特例令 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

特例施 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

明・請・要・図 ‥‥‥‥ 明細書、請求の範囲、要約、図面
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＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞

特許庁 国際出願室 受理官庁

電話： 内線
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